
手話通訳派遣に係る費用について【 2026 年4 月1 日改訂 】 

（１）手話通訳報酬額の基準について 

手話通訳報酬額の基準表（以下、「基準表」という。）は下表のとおりです。 

時 間 一人当たりの報酬金額 

２時間以内 １０，０００円 

以降超過１時間ごと加算 ３，０００円 

※時間とは、手話通訳者が拘束される時間です。(打ち合わせ時間含む) 

① 上記時間について、１時間未満の端数は切り上げとします。 

② 手話通訳者は消費税法第６条に規定する非課税取引に該当し、別表第二の社会福

祉事業等によるサービスの提供等（第二種社会福祉事業）に該当するため非課税に

なります。 

 

  【テレビ放送等による基準】 

  ・テレビ放送等による手話通訳者を配置する場合は、下記の特別派遣料となります。 

   （単発のものに限る） 

時 間 一人当たりの報酬金額 

２時間以内 １４，０００円 

以降超過１時間ごと加算 ５，０００円 

 

・ただし、インターネットの動画配信など不特定多数が繰り返し視聴できるものに 

関しては下記料金となります。 

時 間 一人当たりの報酬金額 

２時間以内 ２２，０００円 

以降超過１時間ごと加算 ９，０００円 

 

＜留意事項＞ 

＊手話通訳者決定後に、やむを得ずキャンセルする場合は、事務費5,000 円をいただ

きます。なお、派遣日当日のキャンセルで通訳者が会場に向かっている場合は、１名につき 

１時間分の通訳料と交通費実費を請求させていただきます。 



 

（２）宿泊を伴う場合について 

手話通訳者一人一泊当たり９，８００円を請求いたします。 

（３）交通費等について 

交通費は、基準表の金額に含まれております。 

ただし、駐車料金が発生する場合の実費、また、会場が小豆島・直島などの島嶼部の

場合には、船賃などの交通費の実費を請求させていただきます。ご了承ください。 

（４）見積書、請求書及び領収書等について 

「手話通訳者派遣申込書【行政・企業・一般団体用】」の必要書類欄にご記入ください。 

（５）その他 

報酬額は、基準表に基づき算定いたしますが、ご予算の都合等がありましたら、 

お問い合わせください。 

（６）支払いについて 

手話通訳派遣に係る費用については、下記口座に振り込みください。 
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